
いじめ対応の基本的な流れ（フロー図） 
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教職員 

職員会議 

いじめ防止委員会 
校長、教頭、ﾊｰﾄﾌﾙﾘｰﾀﾞｰ、教務主任 

指導部主任、生徒指導主事、学部主任、 

養護教諭、関係職員、いじめ防止委員 

①キャッチした情報の報告・共通理解 

②調査方針・役割分担の決定 

・調査・聞き取り班の編成 

③調査・聞き取りの実施 

※必要に応じて保護者や関係機関から 

④情報集約・事実関係の把握 

（いじめの認知） 

⑥指導方針の決定・指導体制の決定 

・対応班の編成 

・被害幼児児童生徒等の安心の確保 

【重大事態とした場合】 

被害幼児児童生徒保護者の意向確認 

教育委員会への報告（調査主体の決定） 
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⑤調査資料の整備・保護者等への連絡 

関係機関等 

福祉施設 
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協力依頼 
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【重大事態対応】 

調査主体の指示 

相談・協力依頼 

適宜連絡 

見守りの協力 

別紙２ 


